
○
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
号

保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第

八
十
七
号
）
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に

関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
二
月
十
日

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令

保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
三
十
二
年
厚
生
省

令
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
に
関
す
る
届
出
）

（
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
に
関
す
る
届
出
）

第
十
六
条

保
険
医
又
は
保
険
薬
剤
師
は
、
次
の
各
号
の
一
に
掲
げ
る
事
由
が

第
十
六
条

保
険
医
又
は
保
険
薬
剤
師
は
、
次
の
各
号
の
一
に
掲
げ
る
事
由
が

生
じ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
年
月
日
を
登
録
に
関
す
る

生
じ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
年
月
日
を
登
録
に
関
す
る

管
轄
地
方
厚
生
局
長
等
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い

管
轄
地
方
厚
生
局
長
等
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
そ
の
届
出
が
第
一
号
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
実
を
証
す

て
、
そ
の
届
出
が
第
一
号
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
実
を
証
す

る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
書
類
を
、
そ
の
届
出
が
第
三
号
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
登
録
票
を

添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
削
る
）

三

保
険
医
療
機
関
に
お
い
て
健
康
保
険
の
診
療
に
従
事
す
る
保
険
医
又
は

保
険
薬
局
に
お
い
て
健
康
保
険
の
調
剤
に
従
事
す
る
保
険
薬
剤
師
に
あ
つ

て
は
当
該
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
所
在
地
の
、
法
第
六
十
九
条

に
規
定
す
る
診
療
所
又
は
薬
局
の
開
設
者
で
あ
る
保
険
医
又
は
保
険
薬
剤

師
に
あ
つ
て
は
当
該
診
療
所
又
は
薬
局
の
所
在
地
の
、
そ
の
他
の
保
険
医

又
は
保
険
薬
剤
師
に
あ
つ
て
は
そ
の
者
の
住
所
地
の
属
す
る
都
道
府
県
に

変
更
が
あ
つ
た
と
き
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

前
条
第
五
項
の
規
定
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
の
届
出
に
つ
い
て
準
用
す

４

前
条
第
五
項
の
規
定
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
の
届
出
に
つ
い
て
準
用
す

る
。

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
同
項
第
三
号
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
五
項
中
「
保
険
医
療
機
関
に

お
い
て
健
康
保
険
の
診
療
に
従
事
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
変
更
前
に
保
険
医

療
機
関
に
お
い
て
健
康
保
険
の
診
療
に
従
事
し
て
い
た
」
と
、
「
保
険
薬
局

に
お
い
て
健
康
保
険
の
調
剤
に
従
事
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
変
更
前
に
保
険

薬
局
に
お
い
て
健
康
保
険
の
調
剤
に
従
事
し
て
い
た
」
と
、
「
法
第
六
十
九

条
に
規
定
す
る
診
療
所
又
は
薬
局
の
開
設
者
で
あ
る
」
と
あ
る
の
は
「
変
更

前
に
法
第
六
十
九
条
に
規
定
す
る
診
療
所
又
は
薬
局
の
開
設
者
で
あ
つ
た
」

と
、
「
そ
の
者
の
住
所
地
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
者
の
変
更
前
の
住
所
地
」



と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
削
る
）

５

登
録
に
関
す
る
管
轄
地
方
厚
生
局
長
等
は
、
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事

由
に
係
る
届
出
を
受
理
し
た
と
き
は
、
当
該
保
険
医
又
は
保
険
薬
剤
師
に
登

録
票
を
書
き
換
え
て
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。



附

則

１

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保

険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
省
令
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
理
し
た
場
合
に
お
け
る
同
条
第
五
項
の
規
定

に
よ
る
登
録
票
の
交
付
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


